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1. はじめに 

(1)本計画の趣旨 

デジタル社会形成基本法において「国及び地方公共団体は、デジタル社会の形成に関す

る施策 が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない」(第 15

条)こととされている。 

このため、本町が重点的に取り組むべき事項・内容を「猪名川町デジタル活用推進計画」

として具体化し、デジタル社会の構築に向けた取組を着実に進めていく。 

(2)本計画の対象期間 

令和８年度（2026 年度）から令和１２年度（2030 年度）を本計画の対象期間とする。 

本計画は、共通的な基盤・機能を提供するガバメントクラウド1の活用に向けた検討など

国の動向を反映させるよう適宜見直しを行う。また、令和１３年度（2031 年度）以降につ

いても、自治体 DX 推進計画の改定を注視し、同様に見直しを行う。 

取組スケジュール 

 

令和８年度 

(2026 年度) 

令和９年度 

(2027 年度) 

令和１０年度 

(2028 年度) 

令和１１年度 

(2029 年度) 

令和１２年度 

(2030 年度) 

推進体制 
 

 

   

フロントヤード改革 
    

 

バックヤード改革 
  

 

  

デジタル社会の実現

に向けた取組 
     

                                                 
1 ガバメントクラウド  政府が提供する共通のクラウド基盤のことで、府省庁や地方自治体の行政システム

をクラウド上に集約し、共通化・標準化して運用できるようにしたもの 

持続的な推進体制の構築 

人材の確保・育成等 

書かない窓口化 

人的・空間的リソースの最適配置 

情報システムの標準化 

「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」

に基づく共通化等の推進 

マイナンバーカードの取得支援・利用の推進 

公金収納における eL-QR の活用 

電子黒板導入・運用 
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2. 推進体制 

(1)組織体制 

[町長] 

デジタル化の推進に当たっては、町長自らがこれらの変革に強いコミットメントを

持って取り組む。 

[CIO] 

町長の理解とリーダーシップの下、最高情報統括責任者（CIO：Chief Information  

Officer）等を中心とする全庁的な DX 推進体制とする。CIO は、言わば庁内マネジメン

トの中核であり、庁内全般を把握するとともに部門間の調整に力を発揮することがで

きるよう、副町長とする。 

[情報政策担当部門] 

情報政策担当部門は、町の保有する情報資産や情報関係予算を一元的に把握し、重

複投資の排除や情報システムの全体最適化に役立てる。 

[行政改革・法令・財政担当部門] 

行政改革・法令・財政担当部門は、デジタル化の必要性を十分に認識し、管理部門と

して、CIO・情報政策担当部門と連携強化を図りつつ、自らデジタル化を推進していく

役割を果たす。なお、DX2を進める上ではサービス開発・デジタル技術に必要な予算の

確保が重要な要素になってくることから、特に財政担当部門においては、上記を含む関

連部署と緊密に連携を図っていく必要がある。 

[人材育成・人事担当部門] 

現在の職員のデジタルスキル等を把握したうえで、将来的な業務量や配置必要数を

見込み、外部人材の確保の必要性及び任用形態の検討、既存職員による育成の目標人数

の設定や職員全体の研修計画との整理を行うなど、情報政策担当部門との緊密な連携

を図る。 

[フロントヤード業務担当部門] 

DX は、行政サービス等の住民の利便性と行政運営の効率化の視点で業務改革を取組

む契機と捉える。フロントヤード業務担当部門は、住民と行政との接点（フロントヤー

                                                 
2 DX  ｢デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）｣の略（「trans」には「cross」の意

味があり、「cross」は「X」と表現されることから、DX と略記される。）で、ICT（情報通信技術）の浸透

が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 
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ド）の多様化・充実化を図るため、主体性をもって行政 DX 推進に参画する。 

[バックヤード業務担当部門] 

バックヤード業務担当部門は、利用者目線で業務フローを改善すること（フロント

ヤード）と合わせて、例えばオンライン申請後のデータ保管や集計作業など内部事務

（バックヤード処理）の効率化を行うことで、職員の業務負荷軽減を図り、住民の利便

性向上と職員の働きやすさの両方を実現する。 

[情報セキュリティ・個人情報保護担当部門] 

個人情報の保護に関する法律及び猪名川町情報セキュリティ基本方針に基づく取り

組みを全庁的に推進する。 

(2)デジタル人材の確保・育成 

(デジタル人材の確保) 

ICT3の知見を持った上で、現場の実務に即して技術の導入の判断や助言を行うことので

きるデジタル人材を確保する。外部人材を任用する場合は、職務の内容や量に応じて、任

期付職員や外部団体からの出向など多様な任用形態を検討する。 

また DX の取組を加速化する上では、大所高所からの助言を行う人材のみならず、具体的

な取組における実務を行う人材を確保していくことも重要である。一般行政職員だけでな

く「デジタル専門職」など多様な任用形態を検討する。 

(デジタル人材の育成) 

DX の推進に当たっては、各部門の役割に見合ったデジタル人材が職員として適切に配置

されるよう人材育成に取り組むことが必要であり、特に、一般行政職員の中でも、デジタ

ル分野における専門知識を身につけ、中核となって実務をとりまとめることができる職員

の存在が重要であることから、育成にも積極的に取り組むことが求められる。職員の育成

に当たっては、DX 推進担当部局等でデジタルに関する知識・技能を身に着けさせるだけで

なく、業務担当部局の業務を経験させることで、実務担当課とデジタル企業や高度専門人

材とを橋渡しし、変革を主導できる人材となるよう育成することが重要である。DX 推進の

ための人材育成に取り組むに当たっては、中長期的な観点で、所属や職位に応じて身につ

けるべきデジタル技術等の知識・能力・経験、研修体系等を設定した体系的な人材育成を

図る。

                                                 
3 ICT  「情報通信技術」の略で、コンピューターだけでなく、ネットワークを介した情報通信技術全般を

指す 
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3.DX を進める前提となる考え方 

DX の取組は、地域の実情や課題、住民ニーズに応じ、自主的・主体的に取り組まれるべ

きものであり、単に他団体の事業をそのまま模倣して導入するのではなく、他団体の取組

も参考にしつつ、どのような取組が自団体において必要か積極的に検討して取り組む。 

(1)BPR の取り組みの徹底 

DX を進めるに際しては、既存の行政手続を前提とするのではなく、業務内容や業務プ

ロセス等を抜本的に見直し、再構築するいわゆる BPR4の取組みを行うことが重要である。

業務改革(BPR)を進めるに当たっては、既存の業務プロセスを分析し、無駄を排除し、業務

の流れをスムーズにするための新たな制度・体制・手法を提案する。また、法令に基づく

行政手続だけではなく、条例又は規則に基づく行政手続も、住民の利便性向上及び業務効

率化の観点から見直すとともに、バックオフィス5を含めたデジタル化や窓口の見直しを

含めて取り組む。 

また、利用者目線で業務フローを改善することに加え、例えばオンライン申請後のバッ

クヤード6処理の効率化を行うなど、職員の業務負荷軽減を図ることが大切である。これに

より、住民の利便性向上と職員の働きやすさの両方を実現することが可能である。このよ

うな取組により、より前向きに BPR に取り組む姿勢を維持することができる。 

合わせて、BPR を検討する最初の段階において、現状分析の一環として業務量等の調査

を行い、取組前と後で比較が可能な数値を把握しておくことで、DX の取組の前後での住民

利便性向上や業務効率化の評価を行うことができ、データに基づく行政経営を進める。 

 

 

 

 

                                                 
4 BPR（Business Process Re-engineering） コスト、品質、サービス、スピードのような、重大で現代

的なパフォーマンス基準を劇的に改善するために、ビジネス・プロセスを根本的に考え直し、抜本的にデ

ザインし直すこと 

5 バックオフィス 顧客と直接関わらない、会社の運営を後方から支える業務や職種 
6 バックヤード 住民からは直接見えない、庁舎内での業務全般、内部事務を指す 
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(2)システム整備の考え方 

全国の自治体の間で業務の共通性の高いアプリケーションについては、広域又は全国的 

な規模で共同して利用していく必要がある。このことを踏まえ、本町のシステム整備の考

え方を次のとおり示す。 

①  20 業務に係る情報システムの標準化について、令和８年３月システム移行後も標

準化した利点を最大限にいかすため、システム運用の最適化に注力する。 

②  「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」(令和６年(2024 年)

６月 21 日閣議決定)の趣旨を踏まえつつ、共通 SaaS7の利用を推進する。 

③  各府省庁がプラットフォーム8を構築し、これに接続できるシステムの整備を求め

る、標準仕様書を策定したシステムの利用を求めるなどにより、全国で統一的な取

扱いを求めている業務・システムについては、その趣旨を踏まえた整備・利用を推

進する。 

④  ②の対象とならない業務・システムについても、都道府県の共同調達による横展

開の推進等に取り組んでいく。また、システムの整備に当たっては、システムを所

有から利用へと転換する SaaS 利用を前提とし、その利点を最大限にいかすため、で

きる限りその利用規模を拡大していくことを目指す。 

 

(3)オープンデータの推進・官民データ活用の推進 

オープンデータ9については、デジタル庁が示す「自治体標準オープンデータセット」や

最新の動向等も踏まえつつ、利用者がより利活用しやすい形式に変更するなど、本町のオ

ープンデータに係る環境の整備を実施する。 

 

 

 

 

                                                 
7 SaaS (Software as a Service) インターネット経由で利用できるソフトウェアのこと 
8 プラットフォーム ソフトウェア、システム、またはサービスを動作させるための基盤となる共通の環境 
9 オープンデータ 誰でも自由に使えるように公開されたデータのことで、特に政府機関や公共団体が提供

するもの 

5



 

4.重点取組事項 

(1)フロントヤード10改革 – 窓口業務の改革推進 

今後、少子高齢化・人口減少が進み、行政資源が益々制約されていく一方、住民の生

活スタイルやニーズが多様化している中においては、行政手続のオンライン化だけでな

く、「書かない窓口」など住民と行政との接点(フロントヤード)の改革を進めていく必

要がある。 

これにより、住民サービスの利便性向上と業務の効率化を進め、企画立案や相談対応

への人的資源のシフトを促し、持続可能な行政サービスの提供体制を確保していくこと

が重要である。 

多様な住民ニーズに対応するためには、デジタル手続法11に定める基本原則（①デジ

タルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップ12）に則って、デ

ジタルツール等を有効に活用し、住民の利便性向上を図るとともに、業務効率化による

業務改善に繋げることが求められる。これらの改革を通じて、庁舎空間が単なる手続き

の場から様々な主体が集う地域課題の解決の場として活用されていくことも期待され

る。 

1 住民との接点の多様化・充実化 

「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」（デジタル庁 HP に掲

載）のうち、処理件数の多い手続を中心に、法令上の規制がある手続きを除き、オンラ

イン･デジタル化を推進する。 

多様な住民ニーズに応えられるよう、マイナンバーカードの基盤も活用し、行政手続

のオンライン化に加え、対面・非対面の対応を適切に組み合わせ、住民との接点をトー

タルで捉えて、多様化・オムニチャネル13化を実現する（その際、複数のデジタルツー

ルを前提としたフロントヤード業務全体の改革(BPR)を実施する。）。 

2 データ対応の徹底 

①基幹業務システムの標準化と併せて、フロントヤードの手続を直接「データ」で対

                                                 
10 フロントヤード 住民と行政の接点、窓口業務やオンライン申請など、住民が直接関わる場所や業務

を指す 
11 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151 号) 
12 ①デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する／②ワンスオンリー： 
一度提出した情報は、二度提出することを不要とする／③コネクテッド・ワンストッ プ：民間サービス

を含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する 
13 オムニチャンネル 実店舗、オンラインストア、アプリ、SNS など、すべての顧客接点を連携させ、

顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験ができるようにする 
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応し、バックヤードの基幹業務システム等とのデータ連携を徹底することで、人手

を介さない業務フローの実現を図り、内部事務（バックヤード）の効率化・集約化 

（入力業務の削減等の効率化や審査業務の集約化等）を進める。 

②システムの申請処理に係るデータ（処理件数・処理時間・待ち時間等）を把握した

上で、処理工程の見える化等により業務上の課題を分析し、対策を図ることで、デ

ータに基づく業務改善（データドリブン14な行政経営）につなげる。 

3 改革による人的・空間的リソースの最適配置 

①業務改善により生まれた人的リソースを最適に配置し直すことで、政策の企画立案

等の充実を図るほか、窓口業務でも、より手を差し伸べるべき方への相談業務等き

め細やかな業務にシフトしていく。 

②これらの改革に応じた窓口空間の再整理(記載台や手続専用カウンター等の削減)を

行うことは、住民スペースの拡大にも繋がる可能性があり、庁舎空間が単なる手続

の場だけでなく、様々な主体が集って相談・交流する、地域課題の解決の場として

も活用可能となる。 

 

(2)フロントヤード改革 - マイナンバーカードの取得支援・利用の推進 

自治体におけるデジタル化を推進していく上では、その基盤となるマイナンバーカー

ドの取得支援は必要であり、国においてもマイナンバーカード普及の加速化等を強力に

推進するとしているため、マイナンバー制度の安全性を啓発したうえで、交付窓口の拡

充を図るとともに、支援体制の強化を図る。 

また、国では「健康保険証利用」、｢マイナポータル15での健診情報の閲覧｣、｢運転免

許証との一体化」など、マイナンバーカードの普及促進に向けた取組も進めており、本

町においてもマイナンバー制度の安全性を周知しながら、マイナンバーカードの利便性

向上に向け、マイナンバーカードを利用したオンライン申請や、窓口における利用業務

の拡大を図るとともに、本町独自の活用方法や民間サービスとの連携についても検討を

進めていく。 

 

 

 

 

                                                 
14 データドリブン 経験や勘に頼るのではなく、データに基づいて意思決定や行動を行うこと 
15 マイナポータル 政府が運営する、マイナンバーカードを利用したオンラインサービス 
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(3)バックヤード改革 - 情報システムの標準化 

住民サービスの向上を目指すとともに、業務全体に係るコストを抑え、他ベンダー16

への移行をいつでも可能とすることにより競争環境を適切に確保する等の行政の効率化

を目指し、業務改革(BPR)の徹底を前提にして、地方公共団体情報システムの標準化に

関する法律(以下「標準化法」という。)第６条第１項及び第７条第１項に規定する標準

化基準(以下「標準化基準」という。)への適合とガバメントクラウドの活用を図り、基

幹業務等システムの統一・標準化を進める。 

標準化法に基づく基本方針の下、基幹系２０業務システムについて、標準準拠システ

ムに移行する。 

 

(4)バックヤード改革 - 「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本

方針」に基づく共通化等の推進 

本町は、「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」に基づき、住

民サービスの利便性向上と行政の効率化を図るため、以下の施策を推進する。 

① 国の共通基盤の積極的な活用 

国の共通基盤（ガバメントクラウド、地方公共団体情報システム標準化・共通

化基準）を積極的に活用し、本町独自のシステム開発を最小限に抑えることで、

システム導入・維持管理コストの削減を図る。 

② 職員のデジタルスキルの向上 

共通基盤の円滑な運用を可能にするため、職員のデジタルリテラシー17及び専

門スキルの向上を図り、新しいシステム環境への適応力を強化する。 

③ 住民サービスのデジタル化推進 

共通基盤を活用したオンライン手続きの拡充やデータ連携の強化により、住民

が時間や場所を問わず行政サービスを受けられる環境を整備し、利便性の向上を

図る。 

 

 

 

 

                                                 
16 ベンダー 「販売業者」や「売り主」を意味し、製品やサービスをユーザーに販売する事業者 
17 デジタルリテラシー デジタル技術やデバイスを適切に使いこなし、情報を正確に収集・判断・活用

できる能力 
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(5)バックヤード改革 - 公金収納における eL-QR の活用 

公金収納の事務の効率化・合理化や、住民・民間事業者による公金納付の利便性を向

上させる観点から、住民・民間事業者等のユーザーとなる関係者の意見を聞きながら、

取組を推進していく。 

① 本町の普通会計に属する全ての公金（普通会計に属する公金と同一の口座において

受け入れられる歳入歳出外現金を含む。）並びに公営事業会計に属する公金のうち

水道料金及び下水道使用料について、本町の判断により eLTAX(地方税共同機構が

運用している地方税ポータルシステム18)を活用した納付を行うことができるよう、

必要な取組を行う。 

② 令和６年（２０２４年）６月に eL-QR を活用した公金収納を可能とするために必要

な規定を盛り込んだ「地方自治法の一部を改正する法律」（令和６年法律第６５号）

が公布された。その上で、eLTAX や公金システムの改修等を進め、eL-QR を活用し

た公金収納を開始するとともに対象となる公金の拡大を目指す。 

 

(6)セキュリティ対策の徹底 

業務システムの標準化・共通化の取組やサイバー攻撃の高度化・巧妙化を踏まえ、町

の情報セキュリティポリシーに基づき情報セキュリティ対策の徹底に取り組む。 

 

(7)AI19の利用推進 

生成 AI の普及を踏まえ、AI のイノベーション20と活用を促進するとともに、情報セキ

ュリティ等のリスクへの対応に万全を期し、行政サービスの信頼性の確保に留意した上

で、業務の効率化、人員配置の最適化と創造性の向上のために有用な分野において、適

切な活用の手法を検討する。 

 

 

 

                                                 
18 ポータルシステム 社内、大学、あるいはインターネット上の様々な情報やサービスへの「入口（ポ

ータル）」となる Web サイト 
19 AI 人工知能（Artificial Intelligence（アーティフィシャル インテリジェンス））の略称 
20 イノベーション 革新的なアイデアや技術を導入し、既存の仕組みや製品、サービスに新たな価値を

生み出すこと 

9



 

(8)テレワークの推進21 

テレワークは、ICT を活用して時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、

職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方を実現できる「働き方改革」の

切り札でもあるほか、生産年齢人口が減少し、地方公務員のなり手不足が指摘される中、

外部専門人材を含む多様で優秀な人材を確保するとともに、時間的制約の有無にかかわ

らず全ての職員が意欲と能力を最大限発揮して活躍できる環境を整備する観点からも有

用である。 

また、重大な感染症や災害発生時における行政機能の維持といった BCP(業務継続計

画)の観点から有用な手段となる。 

今後も、デジタル化時代の業務運営に対応するテレワークを推進していく。 

 

(9)その他のシステム 

「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」に加えて、行政運営の効

率化・住民の利便性向上を図る自治体 DX の推進、地域課題解決を図る地域社会 DX の推

進に資するシステムについては、共同調達によるシステム導入をはじめとした様々な手

法を検討し、導入を推進する。 

また、財源については可能な限り補助金を活用するとともに、地方債充当率や交付税

措置率の有利な起債についても積極的に活用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21「テレワーク」とは、職員が所属する組織の所在場所(オフィス)から離れたところにおいて、通信ネッ

トワーク及び ICT 機器を活用して業務に従事することをいう。具体的には、「在宅勤務」「サテライトオ

フィス勤務」「モバイルワーク」の 3つの形態がある。 
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5.自治体 DX の取組とあわせて取り組むデジタル社会の実現に向

けた取組 

(1)デジタル実装の取組の推進・地域社会のデジタル化 

デジタル技術を活用して、人口減少や少子高齢化等の諸課題に対応するため、電子黒

板等の整備など学校教育環境の充実を図るほか、働く場の創出など、魅力ある地域づく

りに取り組みます。 

また、財源については可能な限り補助金を活用するとともに、デジタル活用推進事業

債についても積極的に活用を行う。 

(2)デジタルデバイド22対策 

以下のアからオまでに掲げる基本的な考え方を共通認識とし、官民を挙げて「皆で支 

えあうデジタル共生社会」の構築に向けた環境整備を行う。 

ア 機器・サービスに不慣れな人のほか、機器等の利用が困難な人や利用しない人も、

サービス提供者側での対応によりデジタル化の恩恵を実感できること。また、デジ

タルを利用する人に向けては、利用者の視点を第一に、ユーザー体験、使いやすさ

(ユーザビリティ23及びアクセシビリティ24)に最大限配慮したデジタル機器・サービ

スを、利用シーンに応じ、様々なニーズも踏まえ、きめ細かく提供すること。 

イ デジタルに不慣れな方に対してデジタル機器・サービスの利用を支援する場合、機

器等の操作方法等とともに、機器等で何ができて、どのような課題を解決できるか

を分かりやすく情報共有すること。 

ウ デジタル機器・サービスのアクセシビリティ確保は、障害者のみならず、幅広い国

民一般にとってその利便性が向上するものであり、新たなイノベーション創出や市

場形成につながること。 

エ アクセシビリティに係るガイドラインやその実効性の確保に関し、法的措置も含

め、国際的な整合性を図りつつ対応すること。また、そのことが我が国企業等によ

る関連技術やアイデアを生かした国際競争力の強化にもつながること。 

オ デジタル化の進展に伴う、社会の分断化等の負の影響についても社会全体として

情報共有を促進し、国内外を問わず、安全・安心なデジタル社会を実現していくこ

と。負の側面の影響を最小化する施策を総合的に展開すること。 

                                                 
22 デジタルデバイド 情報技術（IT）の利用状況によって生じる、個人や集団間の格差 
23 ユーザビリティ 製品やシステムなどが「使いやすい」と感じられる度合いのこと 
24 アクセシビリティ 製品やサービスが、年齢や身体能力に関わらず、誰でも利用しやすい状態のこと 
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これらにより、地理的な制約、年齢、性別、障がいや疾病の有無、国籍、経済的な状

況等にかかわらず、誰もが日常的にデジタル化の恩恵を享受でき、様々な課題を解決し、

豊かさを真に実感できる「誰一人取り残されない」デジタル社会の実現を目指す。 

 

(3)デジタル原則を踏まえた規制の点検・見直し 

目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対

面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制、フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制な

どの現場のデジタル化を阻害する規制・制度の見直しを進めることで、デジタル技術の

活用による現場の人手不足の解消や生産性の向上、新たな産業の創出に寄与する取組を

推進する。 
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6.おわりに 

本計画は、ガバメントクラウドの活用に向けた検討、「経済財政運営と改革の基本方

針（骨太の方針）」など国の動向を反映させるよう適宜見直しを行うとともに、進捗管

理を行う。 
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